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「市町村における児童手当関係事務処理について」の一部改正について 

 

 

標記については、「市町村における児童手当関係事務処理について」（平

成 27 年 12 月 18 日府子本第 430 号本職通知。以下「統括官通知」という。） 

により行われているところですが、今般、行政不服審査法（平成 26 年法律

第 68 号）が本年４月１日から施行されることとなったことに伴い、統括官

通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、本年４月１日から適用するこ

ととしましたので通知します。 


